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重 要 事 項 説 明 書 　（特定福祉用具販売用）
１　指定特定福祉用具販売サービスを提供する事業者について

	事業者名称
	（株）ハーツ　ハートケア事業部

	代表者氏名
	代表取締役　野村伸治

	本社所在地
（連絡先及び電話番号等）
	島根県　益田市　かもしま東町　４番地15
ハートケア事業部　℡（0856）32-3083　Fax（0856）32-3084

	法人設立年月日
	平成22年　1月　4日


２　利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

(1) 事業所の所在地等

	事業所名称
	（株）ハーツ　ハートケア事業部

	介護保険指定
事業所番号
	３２７０８０１０２４

	事業所所在地
	島根県　益田市　かもしま東町　４番地15

	連絡先
相談担当者名
	℡（0856）32-3083　Fax（0856）32-3084
ハートケア事業部　野村　かおり

	事業所の通常の
事業の実施地域
	島根県益田市　浜田市　鹿足郡　山口県萩市　


(2) 事業の目的及び運営の方針

	事業の目的
	高齢者が要支援、要介護状態になった場合でも在宅で自立した生活を送ることが出来る様になる為にまた、介護される方の負担の軽減に資するような福祉用具を心身の状況や環境に応じて選定し、居宅での自立生活を支援し高齢者の生活の質の維持、向上に寄与すること。

	運営の方針
	介護保険法及び関連する法令を遵守し、運営基準にのっとり事業運営を行う。

要支援要介護高齢者の自立支援や、介護者の介護負担の軽減になるような福祉用具を選定し、有効に活用されるよう利用者の立場に立って提供する。


(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間

	営業日
	月曜日～金曜日　第2・第4土曜日

	営業時間
	午前9：00～午後5：30


(4) 事業所の職員体制

	管理者
	代表取締役　野村伸治


	職
	職務内容
	人員数

	管理者
	1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。

2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

	常　勤　1名

	福祉用具専門相談員
	1 特定福祉用具販売計画を作成し、利用者又はその家に対して説明を行い、利用者の同意を得たうえで、特定福祉用具販売計画を交付します。指定福祉用具貸与の利用があるときは、福祉用具貸与計画と一体のものとして作成します。
2 福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じます。　　　　

3 目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得ます。
4 販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行います。
5 利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用していただきながら使用方法の指導を行います。
6 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じます。
	常　勤　4名

（内管理者1名）


	事務職員
	介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。
	常　勤　1名




３　提供するサービスの内容と費用について

(1)利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、適切な福祉用具の選定、援助、取り付け、調整を行います。
(2)指定特定福祉用具販売の種目、品名及び販売費用について

	種　　　　目
	品　　　　名
	販売費用

	腰掛便座
	カタログ参照
	カタログ参照

	自動排泄処理装置の交換可能部品

（専用パッド、洗浄液等及び専用パンツ、専用シーツ等は除く）
	〃
	〃

	入浴補助用具

（入浴用椅子、浴槽用手すり、浴槽内椅子、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト）
	〃
	〃

	簡易浴槽
	〃
	〃

	移動用リフトのつり具の部分
	〃
	〃


· 販売費用はいったんお支払いただきますが、領収書をお渡ししますので、お住まいの市町村に居宅介護福祉用具購入費の支給申請を行ってください。
【福祉用具専門相談員の禁止行為】

福祉用具専門相談員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

1 医療行為

2 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

3 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

4 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（大掃除、庭掃除など）

5 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

6 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く）

7 その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

４　販売費用、その他の費用の請求及び支払い方法について

	1 販売費用、その他の費用の請求方法等
	1 販売費用及びその他の費用の額の合計金額により請求いたします。

2 請求書は、利用明細を添えて、利用者にお渡しします。
· 実質のご負担は負担割合証に基づいた割合となります


	2 販売費用、その他の費用の支払い方法等
	1 販売した福祉用具と請求書の内容を照合のうえ、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。

(ア)現金支払い

(イ)事業者指定口座への振り込み

2 お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。


· 販売費用及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

５　サービスの提供にあたって

（1） サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
（3） 福祉用具専門相談員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

（4） 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成します。
（5） 特定福祉用具販売計画の作成に当たり、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。　　　　

（6） 特定福祉用具販売計画は、利用者に交付します。
６　秘密の保持と個人情報の保護について

	1 利用者及びその家族に関する秘密の保持について


	1 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

2 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

3 また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

4 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。



	2 個人情報の保護について


	1 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

2 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

3 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)



７　緊急時の対応について

サービス提供中に契約者の様態の変化等あった場合は、事前の打合せに従って主治医、救急隊、親族、居宅等へ連絡します。
８　事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
９　身分証携行義務

福祉用具専門相談員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

10　心身の状況の把握

指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
11　居宅介護支援事業者等との連携

1 指定特定福祉用具販売の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

2 サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

12　サービス提供の記録

1 指定特定福祉用具販売の実施ごとに、その販売日、種目及び品名、販売費用等についての記録を行うこととし、その記録はサービスサービス終了の日から2年間保存します。

2 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

13　サービス提供に関する相談、苦情について

　　　相談、要望、苦情等の窓口

	　ハートケア事業部

　　　担当　　野村　かおり
	電話番号　（0856）32-3083　

受付時間　　9：00～17：00

	益田市役所　高齢者福祉課
事業者指導係
	電話番号　（0856）31-0218
受付時間　　8：30～17：15

	益田市東部地域包括支援センター

（益田市医師会内）
	電話番号　（0856）31-1010
受付時間　　8：30～17：15

	益田市中部地域包括支援センター

（益田駅前ビルEAGA内）
	電話番号　（0856）32-3025
受付時間　　8：30～17：15

	益田市西部地域包括支援センター

（ますだハイツ内）
	電話番号　（0856）22-2028
受付時間　　8：30～17：30

	益田市美都地域包括支援センター

（美都ディサービス内）
	電話番号　（0856）52-3335
受付時間　　8：30～17：30


	益田市匹見地域包括支援センター

（ホームもみじの里内）
	電話番号　（0856）56-0539
受付時間　　8：30～17：30

	　萩市役所

　　　高齢者支援課
	電話番号　（0838）25-3368

受付時間　　8：30～17：15

	　浜田地区広域行政組合
	電話番号　（0855）25-1520

受付時間　　8：30～17：15

	　
津和野町　医療対策課

	電話番号　（0856）72-4088
受付時間　　8：30～17：15

	島根県国民健康保険団体連合会

　　　介護保険業務課（苦情処理係）
	電話番号　（0852）21-2811　　　　　

受付時間　　9：00～17：00


事故処理

　　　　　当事業所担当者　　野村　かおり　（0856）32-3083
14　第三者評価の実施状況の有無　　　　
　　　無し
契　　約　　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「契約者」という。）と（株）ハーツハートケア事業部（以下「事業者」という。）は、事業者が利用者に対して行う特定福祉用具販売又は特定介護予防福祉用具販売サービス（以下「サービス」という。）について、次のとおり契約を締結する。

第1条（契約の目的）

事業者は本契約に従い、契約者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、サービスを提供するものとします。

第2条（サービス内容）

　　　本契約にかかわるサービス内容は、介護保険法令に従い、適切な特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具（以下「福祉用具」とします。）の選定の援助などを行い、福祉用具を販売することにより、契約者の日常生活上の援助を行うものとする。

第3条（個別契約の成立）

　　　個別の福祉用具売買契約（以下「個別契約」とします。）は、契約者が購入する福祉用具を特定し、その旨を事業者に通知した時点で成立するものとします。

第4条（福祉用具の販売価格）

　　　1.福祉用具の販売商品の価格は、別添えのカタログによるものとします。

　　　2.公的介護保険の適用がある場合には、原則として、契約者が事業者に対して支払う販売価格のうち、その価格から利用者負担額を控除した金額が、償還払いとなるものとします。但し、地域によっては、受領委任払い（事業者が販売代金の9割を契約者の代わりに市区町村から受け取る）の方法により、支払うことが出来る場合がございます。

　　　3.本契約にかかわる納品及びその他の費用は、各サービス重要事項説明書のとおりとします。

第5条（納品）

　　　　販売商品は、原則として個別契約成立後1週間以内に、契約者宅に納品するものとします。但し、販売商品が欠品している又は別紙に別途納品の期日に関する記載がある場合には、納品に1週間以上かかる場合がございます。

第6条（販売商品の検査）

　　　1.事業者が納品した販売商品につき、数量不足、品違い、破損、瑕疵等がある場合には、契約者は商品納品後遅滞なく事業者に対して通知するものとし、事業者は販売商品の修理又は交換等の対応をするものとします。

　　　2.前項に定める修理又は交換等に要する費用は、事業者が負担するものとします。

第7条（所有権留保）　

　　　　本契約の目的物たる福祉用具（以下、「販売商品」とします。）の所有権は、契約者がその購入代金を完済するまで事業者が留保するものとします。

第8条（危険負担）

　　　1.地震、噴火その他天災等、事業者の席に帰すべからざる事由により、サービスを提供することが出来なくなった場合には、事業者は、契約者に対してサービスを提供すべき義務を負わないものとします。

　　　2.事業者は、契約者に対して販売商品を納入した後、事業者の席に帰すべからざる事由によって生じた販売商品の破損、滅失、数量不足その他一切の損害については、一切責任は負わないものとします。

第9条（契約の解除）

　　　1.契約者又は事業者は、相手方が以下の事由に該当する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとします。

　　　　①本契約に基づく債務を履行しない場合において、相手方に対して催告したにもかかわらず、催告後2ヶ月以内に履行がない場合。

　　　　②財産の仮差押え、差押え、強制執行、競売の申立を受けた場合。

　　　　③破産手続き開始の申立若しくは民事再生手続き開始の申立をし又は受けた場合、その相手方の経済状態が明らかに破綻していると判断できる場合。

　　　　④契約者及びそのご家族、連帯保証人と事業者との間の信頼関係に支障をきたし、その回復が困難な場合。

　　　2.事業者及び契約者は、本契約に違反し、これにより相手方に対して損害を発生させた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとします。

第10条（守秘義務）

　　　　　事業者及びその従業者は、サービスを提供する上で知り得た契約者及びそのご家族に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏らさないものとします。この守秘義務は、従業者退職後および本契約終了後も同様とします。

第11条（善管注意義務）

　　　　　事業者及びその従業者は、法令を遵守し、善良なる管理者の注意を持って業務を遂行します。

第12条（事業者の損害賠償義務）

　　　1.事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責に帰すべき事由により、契約者又はそのご家族の生命、身体、財産又は名誉に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償するものとします。

　　　2.事業者又は以下の事由に該当する場合その他事業者の責に帰すべからざる事由により生じた損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。

　　　　①契約者又はそのご家族が、サービスの提供の為に必要な事項に関する聴取及び確認に対して、故意にこれを告げず又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合。

　　　　②契約者の身体の素因等による急激な体調の変化、その他事業者が提供したサービスを原因としない自由に起因して損害が発生した場合。

　　　　③契約者又はその後家族の金銭その他の財産が、事業者の責に帰すべからざる事由により紛失した場合。

　　　　④サービス提供のため、契約者又はそのご家族の所有物品を通常の使用方法により使用したにもかかわらず、当該物品が耐用年数の超過その他の理由により破損した場合。

　　　　⑤安全及び適正なサービスの提供を確保するため、事業者又はその従業者が行った指示、依頼に反した契約者又はそのご家族の行為に起因して損害が発生した場合。

第13条（契約者の損害賠償義務）

　　　1.契約者及びそのご家族は、契約者又はその御家族の責に帰すべき事由により、事業者又はその従業者の生命、身体、財産又は信用に損害を及ぼした場合には、その損害賠償の責任を負うものとします。

　　　2.契約者及びそのご家族は、家屋の内外を問わず契約者又はそのご家族が飼われている犬、猫その他のペットが事業者の従業者に危害を及ぼし又は負傷等をさせた場合には、本件に関する治療費を含む損害賠償の責任を負うものとします。

第14条（連帯保証人）

　　　　　連帯保証人は、契約者と連帯して本契約に基づいて生じる契約者の一切の債務についての責任を負うものとします。

第15条（苦情解決）

　　　　　契約者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも各サービス重要事項説明書に記載されている窓口に苦情を申し立てることができるものとする。

第16条（協議事項）

　　　　　本契約に定めのない事項については、各種関係法令の趣旨を尊重して、契約者そのご家族及び事業者は、誠意を持って協議の上その解決に努めるものとします。

第17条（合意管轄）

　　　　　契約者と事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合には、事業者の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることを予め合意するものとします。
特定福祉用具販売利用料金表
	種　　目
	介護度
	商　品　名
	単　価
	基本金額
	利用者負担金

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


納品時の確認事項
	福祉用具の販売時に、実際に福祉用具を使用しながら、福祉用具の使用方法の説明
	

	取り扱い説明書の交付
	

	事故防止のため、福祉用具を使用するにあたり、使用上の注意事項について説明
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上記の通り説明を受けました
　　　　　　　　　　　　　　　　利用者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
個人情報に係る同意書

私（利用者）及び、その家族又は代理人は、株式会社ハーツ　ハートケア事業部（以下｢事業者｣という。）の従業員が、利用者およびその家族の個人情報を、次のとおり業務上必要最低限の範囲内で取得・使用、または提供することに同意します。
1.使用期間
各種サービス提供、及び商品の販売・レンタル、その他事業者の営む事業等の契約期間に準じる。
2.使用目的
①利用者に係る介護計画を立案、円滑にサービスを提供する為に実施されるサービス担当者会議での情報提供のため。
②利用者が利用する事業所内のカンファレンスのため。
③介護保険に係る介護認定の更新及び変更のため。
④行政機関の開催する評価会議・サービス担当者会議のため。
⑤利用者が医療サービスの利用を希望している場合、および主治医等の意見を求める必要がある場合。
⑥医療機関・福祉事業者・介護支援専門員・介護サービス事業者・自治体、その他社会福祉団体等との連絡調整のため。
⑦利用者に対して各種案内等を提供するため。
⑧利用者に対するアンケート・利用動向等の調査の実施、および統計資料作成のため。
⑨保険請求事務、その他経理上の処理のため。
⑩行政機関、その他外部機関による調査・検査及び審査等のため。
⑪上記の他、各種サービス提供、および商品の販売・レンタル、または事業者の営む事業等で必要な場合。
⑫前各号に関わらず、個人情報の保護に関する法律第１６条第３項に該当する場合は、適用しないものとする。
3.使用条件
1 個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に係る目的以外に使用しない。また、利用者との契約の締結前からサービス終了後においても、第三者に漏らさない。
2 個人情報を使用した会議の内容や相手方等について、その経過を記録する。

　

　上記内容について、島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年島根県条例第64号）島根県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の為の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成24年島根県条例第65号）に基づき、利用者に説明を行いました。

	重要事項説明書、契約書、確認事項、同意書の説明年月日
	　　　年　　　　　月　　　　　日

	事業者
	所在地
	　島根県益田市かもしま東町　４番地15

	
	法人名
	　株式会社　ハーツ

	
	代表者名
	野村　伸治　　　　　　　　　　　　　　　

	
	事業所名及び職名
	　ハートケア事業部　福祉用具専門相談員

	
	説明者氏名
	


　本重要事項説明書に基づいて、事業者が利用者に説明したこと並びに利用者が事業者から説明を受けたことを双方確認のうえ、サービスの提供開始及び個人情報提供に同意します。

	ご利用者様
	住　所
	

	
	氏　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	代筆者
	住　所
	

	
	氏　名
	
	続柄
	


	ご家族様
	住　所
	

	
	氏　名
	
	続柄
	


　　　　　自宅　　　TEL　（　　　　　）　　　　-
　　緊急連絡先　　　FAX　（　　　　　）　　　　-
PAGE  
1

